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◆大騒ぎした電子帳簿保存法
　令和６年１月より電子帳簿保存法の電子取引デ
ータの保存は、保存要件に従って行うことが義務
付けられました。ただし、令和５年までに措置さ
れた「宥恕措置」に代わり、令和６年からも「猶
予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やか
なルールに落ち着いたという印象です。
　それでは実際に、個人事業者・法人が「最低限
何をやらなければならないのか」について再確認
していきましょう。

◆「最低限」の前に、「求められていること」
　電子取引データのデータ保存には、大きく２つ
のことが求められています。それは「可視性の確
保」と「真実性の確保」です。
　「可視性の確保」とは、モニタや操作説明書の備
付け、検索要件の充足で、「真実性の確保」とは、
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制
定と遵守です。要するに、取引データをＰＣで検
索できるようにしておくのと、（システム等の利用
がない特定の環境下の場合は）データの訂正や削
除をする際の規定を作っておきなさい、というこ
とです。
　ただし、検索要件については、前々年（前々事
業年度）の売上高が5,000万円以下か、電子取引デ
ータをプリントアウトして日付や取引先などで整
理しており、電子取引データの「ダウンロードの
ｇ

求め」に応じることができるようにしていれば不
要です。

◆最低限必要なのは「できない理由」？
　電子取引データの保存の要件を満たせない場合
でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は
「ルールに従って電子取引データを保存すること
ができなかったことについて、所属税務署長が相
当の理由があると認める場合」と「税務調査等の
際に、電子取引データのダウンロードの求めか、
電子取引データを印刷したものの提示や提出の求
めに応じることができるようにしている場合」を
満たしていることです。ちなみに「相当の理由」
について事前申請等は不要です。
　つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備
が間に合わない」等のできない理由の準備と、電
子取引データを消さないように保存しておけば、
現状では最低限、電子取引データの保存について
は大丈夫ということになります。
　ただ、経理のＩＣＴ化・ＤＸ化は生産性向上に
も繋がります。電子帳簿保存についても、自社の
タイミングでルール策定やシステム改修をご検討
ください。
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2月10日
・1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日
・12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事
業所税）・法人住民税＞
・3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
・法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
・6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
・消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
・消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告（10月決算法人は2ヶ月分）＜消費
税・地方消費税＞

○前年分贈与税の申告（申告期間：2月3日から3月17日まで）
○前年分所得税の確定申告（申告期間：2月17日から3月17日まで）
○固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付（2月中において市町村の条例で定める日）

　引き続き、電子取引データの保存について確認
していきましょう。

◆ＥＣサイトで物品を購入した場合
　ＥＣサイトでの取引記録は電子取引データとし
て保存が求められます。ＥＣサイトの取引記録は
ダウンロードまたはＰＤＦにて保存しますが、Ｅ
Ｃサイトで領収書等の取引データを随時確認でき
る場合は、必ずしもダウンロードして保存する必
要はありません。
　この場合、ＥＣサイトで電子取引データの保存
要件である「真実性の確保」と「検索機能の確保」
の要件を満たす必要があります。なお、前ページ
で確認してきた通り、「検索機能の確保」について
は、基準期間（取引の行われた年の前々年、前々
事業年度）の売上高が5,000万円以下の事業者、ま
たは電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日
その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して
提示・提出できるようにしている事業者が、税務
職員の求めに応じて当該取引データをダウンロー
ドできるようにしている場合は、検索要件を満た
しているものとして取り扱われます。

◆クレジットカードで購入した場合
　ＥＣサイトで購入した物品の支払をクレジット
ｇ

カードで行う場合、カード会社の利用明細も電子
取引に該当し、電子取引データとしての保存が必
要になります。この場合も、利用明細をカード会
社のサイトで随時確認できればダウンロードの必
要はありません。

◆インターネットバンクの利用記録の保存
　ＥＣサイトで購入した物品の支払代金をインタ
ーネットバンキングを利用して振込、またはクレ
ジットカードで引落した場合も、ＥＤＩ取引とし
て電子取引データの保存が必要になります。この
場合も、オンライン上の通帳や入出金明細等で利
用記録を確認できればダウンロードの必要はあり
ません。

◆ＷＥＢサイトの保存期間に注意！
　税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原
則７年、白色申告で５年ですが、これらの期間、
ＷＥＢサイトで取引データが保存されないことが
あります。こういった事態を避けるため、出来る
限り、確認できるようになった段階で随時保存す
るように心掛けましょう。

Ｅ Ｃ サ イ ト の 電 子 取 引 デ ー タ 保 存

2 0 2 5 年 2 月 の 税 務

本年もよろしくお願いいたします。

次回のご面談は、　　月　　日（　　）　　時の予定です。
ご準備のほどよろしくお願いいたします。Website Instagram


